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高齢運転者標識の様式の変更

改 正 前 改 正 後

Ｑ 高齢運転者標識の大きさは決まっていますか？

Ａ 決まっています。

道路交通法施行規則第９条の７第２項によって左記のように定められています。

なお、地の部分（黄緑色・橙色・黄色・緑色の部分）は反射材料を用いたものでな

Ｑ 高齢運転者標識はどこに表示すればいいですか？

Ａ 車の前と後ろ（地上０．４ｍ以上１．２ｍ以下の位置）に周りから見やすいように表示してください。

様式改正後も当分の間、改正前の高齢運転者標識

（もみじマーク）を使うことができます。
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Ｑ 高齢運転者標識は何歳から表示しなければなりませんか？

Ａ ７０歳以上の者が普通自動車を運転するときは、表示するよう努めなければならない（努力義務）とされて

います。

Ｑ 高齢運転者標識を表示しないと罰則等はありますか？

Ａ 努力義務のため、罰則等はありません。

しかし、高齢運転者の保護及び交通事故防止の観点から、高齢運転者標識を表示していただきたいと思

います。


